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町では、以下のとおり会計年度任用職員を募集しますので、希望される方はお申し込みください。 
 

募集職種 保育士 

業務内容 保育業務 

募集人員 ・柳津保育所 ５名  ・西山保育所 ２名 

雇用期間 令和６年４月１日（月）～令和７年３月３１日（月） 

応募資格 保育士および幼稚園教諭の資格保有者または令和６年３月末までに資格取得見込の者 

勤務条件 

・勤務日数：月２１日程度 
休業日を除く。原則、土日祝日休みですが、土曜日については月１～２日勤務あり 

・就業時間：７時間４５分（休息時間６０分） 
原則 8：15～17：00 の勤務ですが、早番・遅番・その他変則勤務あり 

・給与は「会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例」によります。 
 経験年数、資格などを考慮して給料を算定します。勤務条件に応じて、通勤手当、超

過勤務手当、期末手当などを支給します。 
・勤務条件に応じて、市町村職員共済組合、厚生年金、雇用保険等に加入することにな

ります。 

申込期限・方法 

令和６年１月５日（金）17：15 までに、総務課総務係まで持参いただくか、または郵送

してください。 
郵送の場合は、締切日当日までに到着したものに限り受け付けます。 
柳津町役場 総務課総務係 
〒969-7201 柳津町大字柳津字下平乙 234 番地 

申込書類 

（１）柳津町会計年度任用職員申込書 
（２）履歴書（町が指定する様式のみ可） 
（３）保育士資格証の写し 
※（１）、（２）はそれぞれ、総務課および西山支所にあります。 

採用決定 
・書類選考および面接試験により受験者に合否を通知します。面接日時など詳細につい

ては、応募者に別途通知します。 

 
問 保育所保育係 ℡０２４１－４２－２２３８ 
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原油価格・物価高騰などに直面する低所得世帯（住民税非課税世帯）に対し、１世帯あたり３万円を支給しま

す。 
 

支給対象世帯 
令和５年６月１日時点で柳津町に住所登録があり、世帯全員の令和５年度住民税均等割

が非課税である世帯 

支 給 対 象 者 支給対象世帯の世帯主 

支 給 額  １世帯当たり３万円 

支給手続きなど 

①「支給のお知らせ」が届いた世帯 

支給対象となることが確認できた世帯に対し、「支給のお知らせ」をお送りしています。

辞退や変更がなければ申請等の手続きは不要です。１２月２２日に通知書記載の口座へ

振込となります。 
②「要件確認書」が届いた世帯 

「要件確認書」に必要事項を記入し、通帳の写しなどを添付のうえ、令和６年１月３１

日までに役場総務課または西山支所へ提出してください。順次、ご指定の口座へ振込と

なります。 
③「申請書」が届いた世帯 

申請を必要とする世帯へお送りしています。令和６年１月３１日まで役場総務課へ手続

きを経て提出してください。 
 
問 総務課総務係 ℡０２４１－４２－２１１２ 
 
 
 
 
 
 令和６年町民年頭賀詞交歓会は令和６年１月５日（金）、つきみが丘町民センターにおいて開催予定です。 
なお、感染症の感染状況などによっては、中止となる場合もありますのでご了承ください。 

 
問 総務課総務係 ℡０２４１－４２－２１１２ 
 
 
 
 
 
建て替えや老朽化などにより住宅や倉庫など家屋の一部または全部を取り壊し（滅失）された場合、「家屋滅

失届書」により総務課税務係まで届出をお願いします。 
家屋の固定資産税は毎年１月１日現在の状況に基づいて課税され、家屋の滅失は主に家屋滅失届書や法務局で

の滅失登記により税額算定に反映されます。家屋滅失の届出がいただけない場合、次年度以降の税額算定に影響

がある場合がありますので、届出のし忘れにご注意ください。 
 
問 総務課税務係  
℡０２４１－４２－２１１３ 

 
 
 

令和５年度柳津町非課税世帯臨時特別給付金について 

住宅や倉庫などの家屋を取り壊したときは届出をお願いします 

令和６年 町民年頭賀詞交歓会について 

●家屋滅失届書用紙は、 

・税務係窓口に用意しています。窓口で職員へお申し付けください。 

・「柳津町 Web サイト」→「税金について」からダウンロードできます。 
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今年度（令和５年分）の町県民税・所得税の申告相談・確定申告については、以下の日程で実施する予定です。 
 
■２月 ９日から２月１６日まで → 役場西山支所 
■２月２０日から３月１５日まで → 役場本庁 
 
申告相談を予定されている方は、事前に書類などの準備をお願いします。なお、行政区毎の日程の詳細につい

ては、1 月発行の広報やないづお知らせ版への掲載を予定していますのでご確認ください。 
なお、ご自宅のパソコンやスマートフォンからも e-Tax を利用して確定申告ができますので、ぜひご利用くだ

さい（詳細については国税庁の Web サイトをご確認ください。）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 総務課税務係 ℡０２４１－４２－２１１３ 
 
 
 
 
 
令和５年１１月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札による落札価格が100 万円以上の工事・委託

についての結果です。100万円以下の入札結果については、役場２階総務課財政係において閲覧できます。 

 

●建設工事等（指名競争入札）（価格：税込／単位：円） 

入札日 工事名（工事箇所） 予定価格 落札価格 落札業者 

１１月２０日 
農地等（田・水路）災害復旧工事 

（大字小椿字新田地内） 
1,756,700 1,705,000 大成建設工業㈱ 

１１月２０日 
農地等（田）災害復旧工事 

（大字小椿字上ノ台地内） 
2,681,800 2,640,000 大成建設工業㈱ 

 

問 総務課財政係 ℡０２４１－４２－２１１２ 

 
 
 
 
 

工事等入札結果を公表します 

令和５年分の町県民税・所得税の申告日程のお知らせ 

【お願い】 

●事業や農業等の申告をする方は、事業収入や作物の収穫量・販売額などの収入、肥料代・苗代など事業・

農業活動に伴う支出（経費）について項目毎にあらかじめ集計していただきますと申告に要する時間の

短縮につながりますので事前の準備をお願いします。 
●給与や年金を含む申告をする場合には、給与・年金の源泉徴収票をご用意ください。 
●行政区毎の日程については、過去に町の相談会場で申告された方のお住いの行政区毎の実績を基にして、

１日当たりの申告相談来場者数（予定）ができるだけ均一になるように設定しています。ご協力をお願

いします。 
●申告相談をされる方は、感染症対策としてマスク着用や相談会場での手指消毒のご協力をお願いします。 
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～ 毎月１日・１１日・２１日は鉄道バス利用促進デー ～ 

 
皆さんに身近な町民バス「ふれあい号」は、安全・安心、そしてお財布にも、地球にもやさしい公共交通です。 
これからの積雪期は、外出前の除雪の負担や冬道の運転も非常に心配です。公共交通を利用することで負担な

く安心して外出することができます。 
ぜひご利用ください。 

 
■運 行 日  月曜日から土曜日まで（日祝日、年末年始は運休） 
■運行時刻  すでにお配りの時刻表または町 Web サイトからご確認ください。 
■運 賃  １００円／１路線片道 ※高校生以下は無償 
■そ の 他  高齢者や体の不自由な方は、路線上であればどこからでも乗車できますので、手を挙げるなど 

して運転手にお知らせください。 
 
問 総務課西山支所係 ℡０２４１－４３－２１１１ 
 
 
 
 
 
町では「柳津町高齢者等運転免許証自主返納支援事業」を実施しています。 

 

対 象 者 

以下（①、②）のいずれにも該当する方が対象となります。 
①：自ら所有する運転免許証を自主返納した原則満６５歳以上の方 
  ※特別な理由（運転に不安があるなど）により本人が運転免許証を自主返納した 

方は対象となります。 
②：自主返納の日から交付の日までに柳津町に住所を有する方 
 
【ご注意ください！】自主返納の日から６ヶ月以内に申請が必要になります。 

支 援 内 容 
・「柳津町町内業者タクシー乗車券」（50,000 円分を上限として 2 年間有効）の交付 
・「町民バス無料乗車証」（3 年間有効）の交付 

申請に必要なもの 

・公安委員会が発行する「申請による運転免許の取消通知書」の写し 
・本人の写真（2 枚）「縦 3.0 ㎝×横 2.4 ㎝」、無帽・無背景のもの 
・官公署が発行した本人確認書類（保険証、運転経歴証明書、マイナンバーカードな 
ど） ※運転経歴証明書については、希望者のみへの交付で有料です。 

 
ご不明な点につきましては、町民課住民福祉係までお問合せください。 
 
問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２－２１１８ 
 
 
 
 

柳津町高齢者等運転免許証自主返納支援事業について 

町民バス「ふれあい号」を利用しませんか？ 
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子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限（令和６年２月２９日（木））が近づいています。期限を過ぎると

給付金を受け取れませんのでお早めに申請してください。 
なお、令和５年度にすでに受け取った方は対象となりません。 
 

支給対象者 

（１）令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方 【申請不要】 

令和４年度分の子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方には、５月３１日に指定の口座へ振

り込みましたのでご確認ください。 
ただし、転出入があったことなどにより、令和４年度分の子育て世帯生活支援特別給付金を他の

自治体から受給した方は、当時受給した自治体から支給されますのでご注意ください。 

（２）令和５年度の住民税（均等割）非課税の方 

令和５年度の住民税非課税となっている方は、以下の要件（①～③）のいずれかを満たすことで

給付の対象となります。ただし、すでに同一の対象児童について、子育て世帯生活支援特別給付

金（ひとり親世帯分も含む）を受給した場合は対象となりません。 
 ①：令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金の受給者【申請不要】 
 ②：令和５年３月１日以降の出生などにより、令和５年４月から令和６年３月までのいずれか 

の月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格もしくは額改定の認定を受けた方 
【申請不要】 

 ③：①、②のいずれにも該当しない方で、対象となる年齢の児童を養育している方 
   ※主に、高校生の年齢のお子さんのみを養育されている方が該当します。【申請必要】 

（３）食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入と 

なった方【申請必要】 

（１）または（２）の要件に該当しない方であっても、令和５年１月１日以降の収入が急変し、

住民税非課税相当となった方は給付金を受け取ることができます。 

支 給 額 児童一人当たり 一律５万円 

申 請 窓 口 
町民課住民福祉係へ持参または郵送により申請書をご提出ください。 
提出書類などについては、町 Web サイトをご覧いただくか、お問合せください。 

 
問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２－２１１８ 
 
 
 
 
 
来年１月１６日から、福島空港と台湾桃園国際空港を結ぶ定期チャーター便が運航されます。 
福島空港から台湾へ、観光やグルメの旅に出かけてみませんか。 
ツアー詳細は取扱旅行会社にお問合せください。 

 
 ■運航スケジュール  火曜日・金曜日（週２便） 
 ■航 空 会 社  タイガーエア台湾 
 
問 ㈱エイチ・アイ・エス郡山営業所 ℡０５０－５８３３－９２１３ 
  ㈱ツアー・ウェーブ仙台営業所  ℡０２２－２１２－１９１９ 
 ㈱阪急交通社仙台支店      ℡０５７０－０６－８９８９   ※その他旅行会社も取扱予定です。 

 
 
 

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の子育て世帯）のご案内 

台湾定期チャーター便の運航開始について 
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 今年も降雪の季節がやってきました。町では、通勤通学などの道路交通の安全確保のため、除雪に取り組んで

います。除雪効果をさらに上げるため、町民の皆さまには、次のことについて御協力をお願いします。 
 地域や家庭にとって重要な雪道を守るため、マナーを守りましょう。 
 
●玄関先の除雪にご協力ください                                    

 道路を除雪した後に、玄関先や車庫前を塞いでしまうことがあります。各家庭で片付けにご協力くださいますようお願い

します。また、一人暮らし・高齢者世帯などの玄関先は、地域で声をかけあって除雪の御協力をお願いします。 
 
●路上駐車は、やめましょう                                      

 路上駐車は、除雪作業の障害となり、多くの人のご迷惑となりますので、絶対にやめましょう。万一車が損傷しても修理

費は負担できません。 
 
●除雪作業中の追越しは、やめましょう                                 

 追越しをする場合は、除雪作業車が完全に停止してから、車間距離を十分にとり、注意して行ってください。 
 
●除雪作業車には絶対に近づかないでください                              

 事故などの恐れがあり大変危険ですので、除雪作業中の除雪作業車には絶対に近づかないでください。 
 
●道路へ雪を出さないでください                                    

 除雪後に住宅や駐車場から雪が押し出されていることがあります。除雪作業中に排雪するなどご協力をお願いします。 
また、道路への排雪は事故や渋滞の原因となりますので、道路への排雪はなさらないようお願いします。 

 
●屋根の雪の処理について                                       

 屋根からの落雪は、大変危険です。屋根へのなだれ止めの設置や早めの雪下ろしを行いましょう。落雪で交通事故などが

発生した場合は、所有者の責任になることがあります。 
 
●側溝に大量の雪を捨てないでください                                 

 側溝や用水路に大量の雪を捨てると、下流で側溝などが詰まり、道路や家屋が浸水してしまいます。時間を空けながら少

しずつ排雪作業を行ってください。 
 
●積雪などによる倒木の伐採にご協力ください                               

 雪害により道路への倒木が発生した場合、交通の妨げとなりますので、所有者の同意を得ずに伐採を行うことがあります。

御理解と御協力をお願いします。※原則は、立木所有者が処分を行うこととなっています。 
 
●除雪に関する問合せは行政区単位でお願いします                            

 除雪作業員への直接の問合せは、除雪作業や現場対応の遅れを生じさせてしまいますのでお控えくださるようお願いしま

す。また、効率の良い現場処理ができるように、行政区内で取りまとめのうえ、必ず区長が問合せしてください。個別に問合

せた場合、対応できない場合があります。 
 
【御理解をお願いします】 

・除雪作業は、通勤時間帯に間に合うように努めておりますが、降雪状況などにより作業が遅れる場合があります。 
・消雪施設は、気象状況などにより散水しない場合があります。 
・福島県 Web サイトから県内の主な道路状況をライブカメラでご覧いただけます。（URL：https://www.fukushima-road.net/aizu/） 
 
問 福島県宮下土木事務所  ℡０２４１－５２－２３１１（国道・県道に関すること） 
  柳津町役場建設課建設係 ℡０２４１－４２－２１１７（町道・農道・林道に関すること） 

安全な除排雪を実施するための御協力のお願い 
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 １月から４月までの期間は、積雪などの理由により、水道メーターの検針を実施しないこととしています。 
 冬期間に宅内で漏水事故などが発生する事例もありますので、水道管の凍結・故障には十分注意してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        問 建設課上下水道係 ℡０２４１－４２－２１１７ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は、職業安定法（昭和22年法律第141 号）に定める職業紹介やあっせんを行うものではなく、あくまで 

町内企業などへ求人情報を発信する場を提供するものです。各求人情報の詳細は、直接お問合せください。 

求人者名
勤務地
(所在地)

職種 雇用形態 雇用期間 応募資格
給与・
賃金等

福利厚生・
待遇

休日休暇 問合先

正社員
随時
～令和6年3月31日

調理師（必須）
栄養士（必須）
年齢不問

月給
170,000円～

雇用/労災/健
康保険/厚生年
金

週休2日制

アルバイト
パート

随時
～令和6年3月31日

調理師（あれば尚
可）
年齢不問

時給
1,000円～

雇用/労災/健
康保険/厚生年
金

週休2日制

正社員
令和6年4月1日
～令和7年3月31日

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級）
18歳～44歳

月給
177,600円～

雇用/労災/健
康保険/厚生年
金/退職年金/
産休育休取得
事例あり

週休2日制

臨時職員
随時
～令和6年3月31日

介護職員初任者研修
（あれば尚可）
18歳以上

日給7,000円～

雇用/労災/健
康保険/厚生年
金/退職年金/
産休育休取得
事例あり

週休2日制

特別養護老人
ホーム福柳苑

柳津町大字飯
谷字前林甲
370（所在地
は勤務地に同
じ）

調理員

0241-41-1165
目黒　正一
（施設長）

介護員

柳津町内企業等求人情報 

水道の凍結にご注意ください！ 

 

◇宅内配管に凍結防止ヒーターなどを布設している場合 

 ・電源プラグは差し込んでありますか？  ・ヒーターなどは機能していますか？ 

◇長期間不在となる場合 

 ・宅内の不凍栓などで水を止めましたか？ 

 ・水抜き栓で配管内の水をしっかり抜きましたか？ 

凍結を防ぐチェックポイント  

漏水の確認方法 

左は水道メーターの写真です。 

矢印で示しているパイロットが宅内

で水を使用していなくても回ってい

れば漏水の恐れがあります。 

※写真と異なる形のメーター器もあ

ります。 パイロット 

冬期間の故障、漏水に備え、自宅の水を止めるバルブの

位置を確認しておきましょう。 
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「柳津町公式ＬＩＮＥ」の友だち登録をしてくれた方に、交換先が選べる３００円のデジタルクーポンを抽

選で１００名様にプレゼントします！応募方法は、以下をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 やわらかいボールを使用し、バドミントンコートでゲームを楽しみます。どなたでもお気軽にご参加ください。 

 

 ■開催日時  毎週木曜日 １８：３０～２０：３０ ※年末年始はお休み 

 ■会 場  会津柳津学園中学校体育館 

 ■対 象 者  どなたでも参加できます 

 ■参 加 費  季節限定会員（３月まで） 大人・子ども一律2,000 円（保険代込） 

 ■持 ち 物  上履き、タオル、飲み物 

 

問 申 ＮＰＯ法人赤べこトータルスポーツ事務局（Ｂ＆Ｇ海洋センター内） 

    ℡０２４１－４２－２２４６ ／ Fax０２４１－４２－２５４６ 

赤べこトータルスポーツ ソフトバレーボール参加者募集！ 

柳津町公式 LINE のお友だち登録キャンペーンを開催中です！ 

▲ギフト交換先の例             

【応募方法】 

① 右の二次元コードから柳津町公式LINE の友だち登録をする 

※ID検索からも登録可能です。→ID: @yanaizutown 
 

 
 
② 新規登録者の方は、トーク画面にアンケートＵＲＬが送られてくるので必要事項を入力して応募完了！ 

  すでに登録済の方は、トーク画面で「プレゼント」と入力して送信すると、アンケートＵＲＬが送られ

てくるので必要事項を入力して応募完了！ 

③ 応募締切後、抽選し、「mirai-sousei@town.yanaizu.fukushima.jp」から当選者へ通知メールが送信されます。 

クーポンのお渡しは、令和６年

１月中旬を予定しています。 

【応募締切】 

令和５年１２月３１日

（日） 

問 みらい創生課みらい創生係 

 ℡０２４１－４２－２４４７ 

友だち登録は

こちらから 

当選者への通知メールは、上記メールアドレスから送信されます。広報 12 月号でお知らせしたメール

アドレス（「noreply@digi-co.net」）から変更となりました。ご了承ください。 

当選メールの送信アドレスが変わります 


